
 

 

                

 令 和 ８ 年 ５ 月 ２ ０ 日 

旭 川 開 発 建 設 部 

 

特殊車両の取締りを行いました 

～計測車両全３台に違反なし～ 

 

 
 

 

無許可又は通行許可条件に違反した特殊車両は、交通上の支障となり重大な事故を引き起

こす可能性がある上、橋や路面舗装を傷つけたり、道路附属物の破損を起こす一因となって

います。 

特に、重さを違法に超過した車両が道路の劣化に与える影響は非常に大きく、国土交通省

では「道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針」（※）に基づき、違反者対策

の強化を進めています。 

旭川開発建設部では、皆様に安心して道路を使っていただけるよう、今後も特殊車両の取

締りを進めていきます。 

 

記 

 

１  実施日時  令和８年５月１２日(火)  １３：３０～１５：３０ 

２  実施場所  一般国道３９号 愛別車両計測所(上川郡愛別町字中央：別紙参照) 

３  取締結果  計測車両 全３台 うち違反車両 ０台      

 

【道路管理者からのお願い】 

 特殊車両の申請手続については、お気軽に申請窓口(札幌開発建設部：011-611-4160)までご相

談ください。 

（※）「道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針」は国土交通省ホームページでご覧いただけます。 

https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000420.html 

旭川開発建設部では、道路を違法に利用している車両を排除し適正な利用を促進するため、

下記のとおり特殊車両（一定の重さ・大きさを超える大型車両）の取締りを行いました。 

３台計測しましたが、いずれも許可基準を遵守しており、違反はありませんでした。 

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 旭川開発建設部 公物管理課  

課 長 深澤 栄太郎 （0166-32-2072） 

上席専門官 東森 和也   （0166-32-１６４９） 

旭川開発建設部ホームページ https://www.hkd.mlit.go.jp/as/ 

旭川開発建設部公式 X(旧 Twitter アカウント) @mlit_hkd_as 



対応状況         本車両は違反車両ではありません 

 

 

 

 

 

 

 

 

重量計測         本車両は違反車両ではありません 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙

出典：国土地理院

出典：国土地理院WEB
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